
 

鳥取県人権施策基本方針第３次改訂 （案）のパブリックコメントの実施結果について 

                                         人権・同和対策課 

 

１ パブリックコメント実施方法 

   意見募集期間 平成２８年４月１８日～５月１７日 

   周知方法   ・ホームページ掲載、新聞広告、チラシ 

          ・県庁県民課、各総合事務所地域振興局、日野振興局東部・八頭庁舎及び県立図書館 

並びに市町村役場窓口等における第 3次改訂案及び概要版の配架 

２ 受付意見数 ８３件（４９人） 

３ 主な意見及び対応方針 

項目 意見 対応方針 

人 権 を

め ぐ る

社 会 の

動き 

（標記の仕方） 人権・啓発教育について

は→「人権啓発」と「人権教育」に分けた

ほうがいい。       

この基本方針では、すべての分野において「人権

教育・啓発」に統一しているため、「人権・啓発

教育」の記載を改め、「人権教育・啓発」に修正

します。 

人 権 施

策 の 推

進方針 

育児・介護・障がい等は制約なのか？        「育児・介護・障がい等」が制約がある人のよう

に読めるため、制約を削除し、「育児・介護・障

がい等、それぞれの従業員の属性や・・・」に修

正します。 

人 権 施

策 の 推

進方針 

市民（citizen）と記載があるが、県民の方

が良いのでは？ 

社会の形成者という意味で「市民(citizen)」と

表記したものですので、このままとしますが、そ

の旨説明を記載します。 

人 権 施

策 の 推

進方針 

インフォームドコンセントの説明を記載す

べきだと思います。 

説明を記載します。 

人 権 施

策 の 推

進方針 

救済制度の確立で国への要望を行うが、制

度が確立されるまでの間、県としてできる

制度を作り上げていくことができれば、よ

り良い行政サービスとなるのでは？ 

人権問題に関する相談があった場合、各種専門家

の支援と関係機関の連携による「人権尊重の社会

づくり相談ネットワーク」が構築されており、人

権相談の解決に総合的に取り組んでいることを

記載しています。 

同 和 問

題 

効果的な啓発手法として「参加型学習」が

あげられているが、ファシリテーターがで

きる人材が少ないという現状がある。人権

を啓発する人材の育成も課題ではないか。 

鳥取県人権文化センター、鳥取県人権教育推進協

議会など関係団体が行う人材育成などの取組を

支援し、その充実を図るよう記載しています。 

同 和 問

題 

第 3 次改訂案の記載だと、隣保館が、同和

問題解決の取り組みのみを進める施設であ

るという印象であり、（１）県民に対する啓

発における効果的な啓発・情報を提供する

具体的施設としての隣保館、（２）人権に関

する総合的な相談窓口の具体例としての隣

保館について明示を要望。 

ご意見のとおり、隣保館は、地域社会全体の中で

福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる

開かれたコミュニティセンターとして各種の事

業を総合的に行っており、子どもの貧困対策や居

場所づくりについても取り組んでいることを記

載しています。 



男 女 共

同 参 画

に 関 す

る人権 

固定的役割分担により家庭内での女性に対

する比重が高い。制度上だけで、女性を役

職につけるのでは、女性の負担が大きくな

る。社会の考え方が変わらないと本当の男

女共同参画にはつながらないと思う。 

学校教育、社会教育によって男女が共に能力、適

性を考え、固定的な性別役割分担意識にとらわれ

ない、人権尊重を基盤にした男女平等観の形成に

努める事を記載しています。 

障 害 の

あ る 人

の人権 

障がいのある人への対策は目に見える障が

いや障がい者本人へのもののみ、障がいの

ある人をもつ家族への対策はないのか。 

市町村が設置する地域生活支援センターにおい

て、障がい者及びその家族に総合的な相談支援を

行います。その他、県の機関で専門的な相談等を

行うほか、相談支援専門員や身体・知的障害者相

談員による相談対応など、市町村と連携して様々

な相談体制を整備することを記載しています。 

 

障 害 の

あ る 人

の人権 

障がい者の就労を進めるために、工賃アッ

プにもっと取り組んでほしい。 

企業などに働きかけて、もっと作業所の収

入が増えるように支援してほしい。 

障がいのある人それぞれの状況に応じた一般就

労に向けた支援を行うとともに就労継続支援事

業所等における工賃の向上に向けた支援を推進

することを記載しています。 

子 ど も

の人権 

青少年が健全に生活するためのスマホ、ネ

ット・ゲーム環境の公的な制限は急務。発

達障がい児童、引きこもり傾向（不登校）

児童の依存→家庭内暴力等、悪影響は深刻

であり、社会的弱者が企業の利益追求の犠

牲になっているのは明らか。 

スマホ、ネット・ゲーム環境の公的な制限につい

ては「鳥取県青少年健全育成条例」により、子ど

もの年齢に応じ、ペアレンタルコントロール等の

措置を行うよう保護者の努力義務が定められて

いることを記載しています。 

外 国 人

の人権 

外国人の親・子の社会参画、学習保障のた

めの通訳、相談窓口、教育支援体制は十分

でない。 

県や市町村、（公財）鳥取県国際交流財団では、

地域の国際理解を推進するための講座等を開催

するとともに、外国人が安心して暮らしていける

よう、日本語クラスの運営や外国人生活相談窓口

の設置、専門通訳ボランティアを派遣するなどの

コミュニケーション支援などに取り組んでいく

ことを記載しています。 

 

病 気 に

関 わ る

人 の 人

権問題 

精神疾患として「うつ」「LD(学習障がい)」

等についても施策で記載できないか 

基本方針では偏見や差別、理解が不足している病

気として特に「ハンセン病」「エイズ」「難病疾患」

について記述していますが、あらゆる病気に対し

て支援が必要であると考えています。LD につい

ては障がい及び子どもの人権に記載しています。 

生 活 困

難 者 の

人権 

課題や施策として述べられるのは生活困難

者の再就職支援や住宅などの生活支援を行

うことに留まり、貧困と所得格差の原因で

ある不安定雇用と低賃金を解決することに

ついては、見事に一言も述べられていない。 

全ての県民が活躍できる社会を実現するため、

「正規雇用 1万人チャレンジ」に取り組むこと、

さらに「県内外からの人材確保・育成」、非正社

員から正社員への転換支援等による「雇用の質の

向上」の 3つの柱で正規雇用増を推進していくこ

とを記載しています。 

 



性 的 マ

イ ノ リ

テ ィ の

人権 

LGBT について、トイレだけにとどまらず、

学校の更衣室、プールの更衣室、職場のそ

れら等、本当に「差別」しないものを設置

できるだろうか。アメリカのある州は小学

校のトイレの性による区別を無くすらしい

が、成り行きを見守ってからでよいのでは

ないか。 

性的マイノリティについては、現実に悩み苦しん

でおられる方が多くいらっしゃいます。これから

も様々な議論がなされると思います。 

イ ン タ

ー ネ ッ

ト に お

け る 人

権 

今の法律では、侵害情報の削除は原則とし

てプロバイダの判断によることになってお

り、削除を義務づけることができないのは

不適当。国は法律改正を急ぐべきだし、県

も国への要請を続けるべき。 

本県においては、インターネット上での差別的書

込等に適切に対応するため、プロバイダ責任制限

法の見直しなど実効性ある措置を早急に講じる

よう国へ要望していることを記載しています。 

ユ ニ バ

ー サ ル

デ ザ イ

ン の 推

進 

ユニバーサルデザインの推進について、カ

ラーＵＤが特別多く記述があるが、他のこ

と（音声ガイドや文字のＵＤ点字など）も

記載すべきではないか。 

カラーUD の取組を始めたのが平成２６年からで

あり、UD に比べてもさらに認知度は低いと思わ

れ、比較的説明が多くなっています。 

音声ガイド等の個別の手段については研修会等

で取り上げ、説明しています。 

様 々 な

人権 

東日本大震災等の災害に関する人権問題に

おいて、今後様々な災害が発生する可能性

があるので「大規模災害」としてはどうか。 

法務省が国会に提出している「人権教育・啓発白

書」が人権課題に対する取組として「東日本大震

災に伴う人権啓発」を位置づけていることを踏ま

えるとともに、原発事故に起因する避難も長期に

渡っており、東日本大震災は他の大規模災害とは

異なり、広範囲で特別な問題であると思われるこ

とから、題名はこのままとします。 

人 権 施

策 の 推

進体制 

当初の策定から２０年程度が経過し、どこ

まで達成できたのか実績や進捗（難しいで

すが数値的に）が記載されてあれば、一般

の方にわかりやすく、より意識が高まると

思う。 

人権意識の変化は人権意識調査の結果で判断で

きると思います。この基本方針にも人権意識調査

のデータを引用し、現在の状況の把握に努めてい

ます。また、各分野の人権に関する指標を資料編

に記載します 

 


